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新型コロナ感染症対応などへの
国と地方公共団体等の関係について



コロナ関係補正予算の議決・専決処分の状況

2

令和2年 令和3年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

R1予備費
対応

一次
補正

(4/30)

二次
補正

(6/12)

三次
補正

(1/28)

当初
(3/26)

補正
(12/20)

国の動向

都道府県のコロナ関係の補正予算

緊急事態
宣言

(4/7～5/25)

緊急事態宣言(4/25～9/30)

まん延防止等重点措置(4/5～9/30)

緊急事態
宣言

(1/7～3/21)

○ 専決処分 ２２７件

(秋田県 21件)

1 11 19 22 4 9 8 2 2 7 7 26 35 5 5 32 9 2 11 19

○ 議決 ８３７件（うち臨時会１６７件）

56 33 25 39 47 7 14 56 124112 29 26 31 53 55 25 598351 3 773

3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 11 1 2



都道府県議会における新型コロナウイルス感染症への対応（1/3）

3

主な状況等 意見書・議員提案条例の内容等

令和2年
2～3月

・ダイヤモンドプリンセス
号入港

・安倍首相が全小中高校に
臨時休校要請の考え公表

意見書 ・水際対策強化
・一斉休校への対応支援

4月 ・緊急事態宣言発出
・医療機関ひっ迫
・GDPの大幅な下落
・全国の小中学校 高校の9

割が休校

意見書

条 例

・医療機関や事業者への支援強化
・住民生活や地域経済への財源対策
・千葉県新型コロナウイルス感染症に係る臨時の医療施設の
開設等の迅速化及び円滑化に関する条例(R2.4.30千葉県)
医療ひっ迫時、臨時の医療施設での医療提供を知事に義
務付け

5～7月 ・政府が「新しい生活様
式」を提唱

・緊急事態宣言解除
・Ｇｏ Ｔｏトラベル開始

意見書
条 例

・「新しい生活様式」のための環境整備への支援
・新型コロナウイルスに打ち勝つ静岡県民支え合い基金条例
(R2.5.20静岡県)
医療従事者、事業者、県民生活支援事業の基金を設置

・新型コロナウイルス感染症等に対応するための京都府議会
による支援に関する条例(R2.5.27京都府)
議員期末手当の減額を原資として府コロナ施策の支援

１ 意見書・議員提案条例(令和２年１月～令和３年12月)
感染状況や政府方針等に対応、意見書を令和２年156件、令和３年105件の合計261件、議員提案

条例を７件可決している。

第
１
波

第
２
波



都道府県議会における新型コロナウイルス感染症への対応（2/3）

4

主な状況等 意見書・議員提案条例の内容等

8～12月 ・イギリス・アメリカでワ
クチン接種の開始

意見書 ・地方創生臨時交付金、緊急包括支援交付金の充実

令和3年
1～7月

・ワクチン接種の開始
・緊急事態宣言発出・解除
・特別措置法等改正法成
立・施行

・まん延防止等重点措置
適用・一部解除

意見書
条 例

・円滑なワクチン接種への支援
・宮城県新型コロナウイルス感染症対策基本条例(R3.3.19宮
城県）

・高知県新型コロナウイルス感染症に関する条例(R3.7.8高
知県)
県の責務、県民及び事業者の役割の明確化

・東京都新型コロナウイルス感染症対策条例の一部を改正す
る条例(R3.3.26東京都)
都の宿泊療養施設確保、自宅療養者支援、保健所機能強
化等

8～12月 ・重篤度の高いデルタ株の
流行

・緊急事態宣言発出・解除
・まん延防止等重点措置
適用・解除

・ワクチン3回目接種開始

意見書 ・医療提供体制の強化
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けている観光産業の
再興に関する条例(R3.8.31沖縄県)
県の観光関連事業者等支援施策

第
３
波

第
５
波

第
４
波

第
６
波



都道府県議会における新型コロナウイルス感染症への対応（3/3）
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２ 特別委員会の活動

14議会がコロナウイルス感染症に関する特別委員会を設置し審査するとともに、知事への提言等
を行っている。

岩手、山形、東京、神奈川、埼玉、群馬、愛知、富山、滋賀、高知、大分、佐賀、長崎、宮崎設置議会

議会 知事への提言・要請 概要

山形県
議 会

ワクチン接種の円滑な実施及び本県経済の
回復と事業の継続に向けた提言(R3.3.8)

ワクチン接種について政府と十分な連携、
情報発信、感染防止策の啓発、事業継続支
援等

ウィズコロナ社会における感染予防対策と
日常生活の両立に向けた提言(R3.10.8)

感染予防対策の情報発信、医療提供体制の
確保、今後のワクチン接種等

高知県
議 会

令和2年度補正予算等における今後の新型
コロナウイルス感染症対策に関する要請
(R2.4.24)

マスク・消毒液等の供給不足改善、検査体
制の強化、医療提供体制の強化、医療機関
への支援、県民への啓発の強化
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ＤＸの進展について



本会のデジタル化への取組（1/3）

7

○本会では、有識者の協力も得ながら、令和３年６月２５日、議会がデジタル化推進に取り
組む基本的な考え方についての報告書を取りまとめるとともに、現在はオンライン委員会
開会の場合の留意事項等について検討



本会のデジタル化への取組（2/3）

８



本会のデジタル化への取組（3/3）

９



都道府県議会のオンライン委員会開会への取組
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○令和４年４月１日現在、オンライン委員会開会のための条例等は16都府県で整
備済（15都府県の委員会条例及び埼玉県の委員会規程）

１６都府県のオンライン委員会が開会できる事由

○新型コロナウイルス感染症等重大な感染症のまん延防止等：16

（秋田県、東京都、茨城県、栃木県、埼玉県、群馬県、山梨県、愛知県、三重県、静岡県、大阪府、兵

庫県、鳥取県、大分県、長崎県、熊本県）

○大規模な災害の発生等：13

（秋田県、茨城県、栃木県、埼玉県、群馬県、山梨県、愛知県、三重県、静岡県、大阪府、兵庫県、鳥

取県、大分県）

○育児、介護等：3

（秋田県、大阪府、大分県）

○その他特に必要がある場合等：6

（秋田県、茨城県、栃木県、鳥取県、長崎県、熊本県）



請願書や意見書の電子的提出に係る課題
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○住民から地方議会へ提出される請願書や、地方議会の声を国会に届ける意見書
については、電子的提出が認められていないため、受け取った請願書や意見書
の整理、活用には手作業での入力等が必要

○提出者の利便性の向上、受け取った側の整理の効率化等を図るため、請願書や
意見書の電子的提出の実現が必要

請願書の電子的提出

住民 地方議会

意見書の電子的提出

関係行政庁

国会

地方議会

○情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第６条、
第７条の規定により、提出者又は受け取り側のどちらかが行政機関の場合は電子的提出が可能
であるが、その他の場合は紙での提出によることとされている。



請願書や意見書の電子的提出に係る課題（参考1/2）
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（定義）
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 略
二 行政機関等 次に掲げるものをいう。
イ・ロ 略
ハ 地方公共団体又はその機関（議会を除く。）
ニ～チ 略
三・四 略
五 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚に
よって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

六・七
八 申請等 申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知（訴訟手続その他
の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続（以
下この条及び第十四条第一項において「裁判手続等」という。）において行われるものを除く。）をい
う。この場合において、経由機関（法令の規定に基づき他の行政機関等又は民間事業者を経由して行わ
れる申請等における当該他の行政機関等又は民間事業者をいう。以下この号において同じ。）があると
きは、当該申請等については、当該申請等をする者から経由機関に対して行われるもの及び経由機関か
ら他の経由機関又は当該申請等を受ける行政機関等に対して行われるものごとに、それぞれ別の申請等
とみなして、この法律の規定を適用する。

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）



請願書や意見書の電子的提出に係る課題（参考2/2）
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九 処分通知等 処分（行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。）の通知その他の法令の
規定に基づき行政機関等が行う通知（不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを
除く。）をいう。この場合において、経由機関（法令の規定に基づき他の行政機関等又は民間事業者を
経由して行う処分通知等における当該他の行政機関等又は民間事業者をいう。以下この号において同
じ。）があるときは、当該処分通知等については、当該処分通知等を行う行政機関等が経由機関に対し
て行うもの及び経由機関が他の経由機関又は当該処分通知等を受ける者に対して行うものごとに、それ
ぞれ別の処分通知等とみなして、この法律の規定を適用する。

十～十二 略

（電子情報処理組織による申請等）

第六条 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方
法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、
主務省令で定める電子情報処理組織（行政機関等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同
じ。）とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を
いう。次章を除き、以下同じ。）を使用する方法により行うことができる。

２～６ 略

（電子情報処理組織による処分通知等）

第七条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他
のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところ
により、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処
分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の主務省令で定める方式に
よる表示をする場合に限る。

２～５ 略
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地方議会について



地方議会の課題（1/2）
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○地方議会は、多くの人が関心を持ち、多様な住民の意思を踏まえた活発な審議
が行われることが期待されているが、投票率の低下に見られるように、地方議会
への関心や理解が薄れつつあるという指摘も多く、小規模な市町村を中心に議員
のなり手不足問題が深刻化

統一地方選挙における投票率の推移 統一地方選挙における改選定数に占める無投票
当選者数の割合の推移

平成31年統一地方選挙における定数割れ町村

北海道興部町、北海道厚真町、北海道中札内村、北海道浜中町、長野県辰野町、長野県山ノ内町、
愛知県幸田町、熊本県津奈木町の８町村



地方議会の課題（2/2）
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○地方議会議員の性別や年齢構成が偏っているという課題にも直面

88.8%

82.8%

88.4%

11.2%

17.2%

11.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

町村議会議員

市区議会議員

都道府県議会議員

男性 女性

地方議会議員の男女比率

地方議会議員の年齢構成

7.4%

14.8%

19.4%

14.2%

23.6%

26.9%

43.1%

35.4%

33.0%

31.3%

20.1%

14.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

町村議会議員

市区議会議員

都道府県議会議員

25歳以上

30歳未満

30歳以上

40歳未満

40歳以上

50歳未満

50歳以上

60歳未満

60歳以上

70歳未満

70歳以上

80歳未満

80歳以上

＜各全国議長会調（県・市：令和３年７月、町村：令和２年７月現在）＞

＜各全国議長会調（県・市：令和３年７月、町村：令和２年７月現在）＞



政治分野における男女共同参画推進法の施行
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○平成３０年５月２３日、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が
公布・施行

○令和３年６月１６日、国・地方公共団体に対し、政治分野における男女共同共
同参画の推進に関する取組を積極的に進める環境の整備等を求める改正法が公
布・施行され、政治分野における女性の参画はますます重要

＜内閣府男女共同参画ＨＰより＞



本会の多様な人材の参画を促す主な取組

18

標準都道府県議会会議規則に、議会への欠席の例示として「育児、介護」、出産
の欠席期間として「産前６週産後８週」を明記（令和３年１月２７日）
標準都道府県議会会議規則
（欠席の届出）
第二条議員は、公務、疾病、出産、育児、介護その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、
その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

２前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、当該出産の予定日の六週間（多
胎妊娠の場合にあつては、十四週間）前の日から当該出産の予定日（議員が出産したときは、当該
出産の日）後八週間を経過する日までの範囲内で、出席できない期間を明らかにして、あらかじめ
議長に届け出ることができる。

三議長会主催で「多様な議員で構成された活力ある地方議会を目指す全国大会」
を開催（令和３年１１月２４日）
【大会趣旨】
地方公共団体の意思決定を行う地方議会は、性別や年齢

構成等に偏りがなく多様な議員で構成されるとともに、デ
ジタル技術の活用等により多くの住民の声を反映した審議
を通じ活力ある議会となるよう取り組んでいかなければな
らず、本大会を通じ、改めて地方議会の重要な役割を明ら
かにし発信していくことにより、女性や会社員、若者をは
じめとした多様な住民が、さらに地方議員に立候補したい
と思える契機とする。大会は２部構成で、第２部では、基
調講演・パネルディスカッションを実施。



都道府県議会の多様な人材の参画を促す主な取組
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○会議規則に、議会への欠席の例示として「出産、育児、介護」を明記する都
道府県は次のとおり

【議会への欠席の例示】
○出産：全４７議会
○育児：４３議会
○介護：４５議会

○政治分野における男女共同参画推進法の改正（令和３年６月１６日公布・施
行）を受け、群馬県議会（同年１０月１２日）、大分県議会（同年１１月２４
日）では、ハラスメント研修会を開催

○出産の欠席期間として「産前６週産後８週」を明記する議会は４１議会（他に
会派協議会で適用を確認しているところが１議会、議会運営委員会で適用する
ことを申し合わせているところが１議会ある）

○本会においても、令和４年度に全都道府県議会議員を対象にハラスメント研修を実施予定

（注）都道府県議会におけるその他の主な取組は、参考資料編２７～２９頁を参照

（参考）埼玉県議会では、出産のため令和元年１２月定例会を
欠席した女性議員の議会活動をサポートするため、令
和２年２月１３日、議会内の一室を議員用のベビー
ルームとすることを各会派代表者会議で了承

他に会派協議会で育
児、介護の適用を確
認しているところが
１議会ある



地方議会の位置付け等の地方自治法での明文化
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○地方議会、地方議会議員について、次の３点を地方自治法に明確に規定してい
ただきたい。

○地方議会は、住民が選挙した議員をもって組織されること

○地方議会は、地方公共団体の意思決定を行うこと

○地方議会議員は、住民の負託に応え、自らの判断と責任において、その職務
を行うとともに、調査研究その他の活動を行うこと

日本国憲法
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、
直接これを選挙する。

地方自治法

〔議会の設置〕

第八十九条 普通地方公共団体に議会を置く。

現行の日本国憲法、地方自治法



地方議会の位置付け等を明文化する意義
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○地方公共団体の意思決定を行う地方議会の位置付け等を地方自治法に明文化す
ることは次の３つの重要な意義を持つ。

○ 議会とは何かを住民にしっかり理解いただく。

○ 議員自らその重い責任をさらに強く自覚する。

○ 女性や若者など多様な人材の議会への参画を図り、議員のなり手確保につ
なげていく。

○三議長会としては、この地方公共団体の意思決定を行う地方議会の位置付け等
を明確にする地方自治法改正を実現していただき、各議会において女性や若者を
はじめとする多様な人材が参画する活力ある地方議会の実現にしっかり取り組む
所存



国民の地方議会・議員に関する意識調査（1/4）
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実施期間等
〇実施期間 令和３年１１月３０日～１２月２日（インターネット調査）
〇サンプル数 ３，２２７人
年齢、性別のほか、市の規模や町村などを考慮して、調査対象を４０に分類し、それぞれの人口割合

を反映。

○三議長会では、国民の地方議会・議員に関する意識調査を実施
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国民の地方議会・議員に関する意識調査（2/4）
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議会が団体としての意思決定をする
ことを法律にはっきり定めるべきだ

12.0%

47.4%15.6%

5.0%
20.1%

■ そう思う
■ どちらかといえばそう思う
■ どちらかといえばそう思わない
■ そう思わない
■ わからない

○議会が団体としての意思決定をすることについて、法律にはっきり定めるべき
とする回答が約６割

○若者や女性が議員になりやすいようにするべきだとの回答が約７割

○障害などを持った方が議員になりやすくするべきだとの回答が約６割

14.1%

23.2%

21.1%

45.6%

50.9%

48.2%

20.2%

11.2%

13.2%

9.7%

6.5%

8.8%

10.5%

8.1%

8.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

議員には、
もっと障害などを持った者でも
なりやすいようにするべき

議員には、もっと女性でも
なりやすいようにするべき

議員には、もっと若者でも
なりやすいようにするべき

議員について

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない わからない



国民の地方議会・議員に関する意識調査（3/4）
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○女性や若者が議員になりやすくするべきと思う人の約７割が、議会が団体とし
ての意思決定をすることを法律にはっきり定めるべきと回答
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国民の地方議会・議員に関する意識調査（4/4）
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○女性では、議員という仕事に興味があるとする回答は１割強と、男性の半分程
度にとどまった。特に女性について、議員という仕事に興味を持ってもらうこと
が課題

1.4%

3.9%

10.6%

19.3%

28.1%

30.7%

50.0%

39.7%

9.9%

6.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

男性

都道府県議会議員という仕事に興味があるかに対する回答の比較
（男女）

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない わからない



26

参考資料



都道府県議会における政策提案などの主な取組（1/3）
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議員提出による政策立案関係（その１）

35

37

39

33
34
35
36
37
38
39
40

R1 R2 R3

過去３年の議員提出による政策提案条例の推移

令和元年の主な議員政策提案条例
○福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例（平成３１年２月２１日議決）

法令及び条例でははじめて「性暴力」を定義し、県民等にこれを禁じる行動規範を規定。県に対し、
性暴力の被害者の支援に関する総合的な窓口を設置させるとともに、子どもへの性犯罪で服役した
元受刑者が県内に住所を定めた場合、氏名、住所、連絡先、罪名等を知事に届け出るよう義務付け
（刑期満了の日から５年を経過する日前まで）

○千葉県子どもを虐待から守る条例の一部を改正する条例（令和元年１０月１０日議決）
令和元年１月の野田市の女児虐待死亡事件等を受け、保護者のしつけによる体罰の禁止の明文化、

第２条に定める「関係機関等」に警察等を追加する等の改正を行うもの



都道府県議会における政策提案などの主な取組（2/3）
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議員提出による政策立案関係（その２）

令和２年の主な議員政策提案条例
○埼玉県ケアラー支援条例（令和２年３月２７日議決）

ヤングケアラー問題の端緒を開くだけではなく、県に対し、ケアラー支援を担う人材の育成や、民
間支援団体等への情報の提供、助言等その他の必要な施策を講ずること等を求めるもの

○福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の一部を改正する条例（令和２年６月５日議決）
飲酒運転による事故件数が下げ止まりを見せるなど、飲酒運転の撲滅には程遠い現状に鑑み、さら

なる撲滅運動の強化と県民の意識改革を推進するため、違法な飲酒運転でありながら、アルコール
濃度が基準値未満であったため、検挙に至らなかった者についても指導の対象とする等所要の措置
を講ずるもの

令和３年の主な議員政策提案条例
○埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例（令和３年３月２６日議決）

エスカレーターの安全な利用を確保し、県民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与す
ることを目的として、利用者に立ち止まった状態でエスカレーターを利用しなければならないこと
を求めるとともに、管理者にその旨を周知するよう求めるもの。

○福島県過疎・中山間地域振興条例の一部を改正する条例（令和３年１０月８日議決）
令和３年４月、新たな過疎対策法として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が

施行され、社会情勢の変化等により、目的が「自立促進」から「持続的発展」へと見直されたこと
を踏まえ、関係規定を見直し、併せて条例制定以後の社会情勢の変化に対応するため所要の改正を
行うもの



意見交換、主権者教育等関係
○住民と議員との意見交換（岩手県、宮城県、長野県、福井県、三重県、大分県、鹿児島県等）
○大学生と議員との意見交換（宮城県、群馬県、長野県、新潟県、静岡県、三重県、福井県、大分県、
長崎県等）

○高校生と議員との意見交換（群馬県、長野県、新潟県、静岡県、富山県、岡山県、徳島県、高知県、
長崎県、鹿児島県、沖縄県等）

○企業経営者と議員との意見交換（三重県）
○知事と県内女性議員との意見交換（長崎県）
○高校生県議会（山梨県、三重県、岡山県、長崎県、沖縄県等）
○中学生県議会（徳島県等）
○子ども議会（広島県等）
○女性議会（三重県）
ネットワークの形成関係
○県女性ネットワークの立ち上げ（徳島県）
○大学との連携協定（宮城県、長野県、長崎県）
傍聴者への配慮
○手話通訳導入（福島県、埼玉県、大分県、鹿児島県等）
○傍聴時の託児サービス（高知県、佐賀県）

都道府県議会における政策提案などの主な取組（3/3）

29



地方議会の位置付けに関する国会答弁等

30

○ 昭和２２年１０月１６日 第１回国会衆議院治安及び地方制度委員会第２４号
木村内務大臣「次に地方公共団体の意思機関であるにかかわらず、従来とかく閑却されがちであつた
地方議会の積極的活動と円滑な運営を期することは、新しい地方自治の健全な発展を期する上に
おいて特に必要でありますので、この点に関し、地方自治法の規定をさらに補足する必要がある
と存ぜられるのであります。」

○ 令和４年２月７日衆・予算委員会
金子総務大臣「地方議会の本会議は、その団体意思を最終的に確定させる場であり、国会における本
会議と同様に、議員の意思表明は、疑義の生じる余地のない形で行われる必要がある」

○ 地方自治法の制定について（鈴木俊一『地方自治法講義』東光出版社 昭和２２年）
（地方自治法制定時の衆議院における修正について）「それから、その次の衆議院の修正の項目とし
ては普通地方公共団体に関する事務は議会が意思を定め、知事なり市町村長が包括的にこれを執行
する旨を明記するのがよいということで、第百四十九条の七号（現第九号）に「前各号に定めるも
のを除く外、普通地方公共団体の事務を執行すること」ということを新たに書き入れてあります。
何故こういうことを入れたかというと、これは知事は執行機関である。府県会、市町村会という

ものは意思の議決機関である。その趣旨を出来るだけ現わそうという趣旨に外ならないのでありま
す。」
地方自治法
第百四十九条 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
一～八 略
九 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。



令和２年１１月２５日最高裁大法廷判決の概要
－地方議会議員に対する出席停止の懲罰が司法審査の対象となるかが争われたもの－

31

（1）地方自治法・会議規則等の規定に照らすと、「出席停止の懲罰を科された議員がその取消しを求
める訴えは、法令の規定に基づく処分の取消しを求めるものであって、その性質上、法令の適用に
よって終局的に解決し得るものというべきである」。

（2）憲法は「住民自治の原則を採用しており」、普通地方公共団体の議会は、「憲法にその設置の根
拠を有する議事機関として、住民の代表である議員により構成され、所定の重要事項について当該
地方公共団体の意思を決定するなどの権能を有する」。議会の運営に関する事項については、「そ
の性質上、議会の自律的な権能が尊重されるべき」。「議員に対する懲罰は、会議体としての議会
内の秩序を保持し、もってその運営を円滑にすることを目的として科されるものであり、その権能
は上記の自律的な権能の一内容を構成する」。
他方、議員は、「憲法上の住民自治の原則を具現化するため」、「議事に参与し、議決に加わる

などして、住民の代表としてその意思を当該普通地方公共団体の意思決定に反映させるべく活動す
る責務を負うものである」。
出席停止の懲罰が科されると、当該議員はその期間、「議員としての中核的な活動をすることが

できず、住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすことができなくなる」。「出席停止
の懲罰の性質や議員活動に対する制約の程度に照らすと、これが議員の権利行使の一時的制限にす
ぎないものとして、その適否が専ら議会の自主的、自律的な解決に委ねられるべきであるというこ
とはできない」。
出席停止の懲罰は、「議会に一定の裁量が認められるべきであるものの、裁判所は、常にその適

否を判断することができるというべきである」。
（3）したがって、「普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は、司法審査の対
象となるというべきである」。 ＜出典：国際文化研修2021夏「住民の負託を受けた議員としての責務

－令和２年11月25日最高裁大判決」松永邦男元内閣法制局第一部長著＞
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